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論　　説

インドにおける特許審査期間	
及び登録までの期間に関する調査・研究

　抄　録　2013年８月時点で，インド特許意匠商標総局（以下，インド特許庁と言う）全体の審査待
ち件数が15万件を超えており，出願から登録までの期間の長期化が深刻な問題となっている。インド
特許庁は，この状況を打開すべく2016年５月に特許規則改正（以下，本改正と言う）を実施し，同年
に審査官の大幅増員を行った。こうした取り組み状況を踏まえ，本稿では，2016年の前後となる2013
年と2017年の１月と７月の特許審査請求から最初の審査報告発行までの審査期間を比較すると共に，
登録までに要する最近の期間の分析を行った。その結果，特許出願の処理件数は増加しているものの，
引き続き出願件数を下回っており，結果的に前記審査期間は本改正前の2013年と比較して，本改正後
の2017年の方が長くなっていることを確認した。

国 際 第 ４ 委 員 会
第 １ 小 委 員 会＊

目　次
1． はじめに
2． 審査リードタイムの調査手法
　2．1 審査リードタイムの調査意義
　2．2 審査リードタイムの算出方法
　2．3 審査リードタイムの比較・集計
3． 審査リードタイムの調査結果
　3．1 出願ルート別の比較
　3．2 審査局別の比較
　3．3 技術分野別の比較
　3．4  2016年前後で審査着手が早まったか否か

に関する考察
4．  最近の登録リードタイム及びトータルリード

タイムの調査手法
　4．1  登録リードタイム及びトータルリードタ

イムの調査意義
　4．2  登録リードタイム及びトータルリードタ

イムの算出方法
　4．3  登録リードタイム及びトータルリードタ

イムの集計
5．  最近の登録リードタイム及びトータルリード

タイムの調査結果
　5．1 審査局別の比較

1 ．	はじめに

インドでは，インド特許庁全体の審査待ち件
数が2013年８月に15万件を超えるなど，出願人
にとって審査遅延が重要な問題となっている１）。
これに対し，特許審査の効率化による審査待

ち件数減少のため，2016年５月に本改正を実施
した。一例として，最初の審査報告（First 
Examination Report，以下，FERと言う）の発
行日から当該特許出願を特許許可状態にするま
での期間（以下，アクセプタンス期間と言う）
を従来の12か月から６か月に変更した２）ことが
ある。
＊  2017年度　The First Subcommittee, The Fourth 

International Affairs Committee

　5．2 技術分野別の比較
　5．3  登録リードタイムとアクセプタンス期間

との比較・考察
　5．4 トータルリードタイム調査結果
6． おわりに
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また，インド特許庁のグプタ長官は審査待ち
特許出願の早期解消を目指し，2016年には459
名もの審査官を採用したこと及び特許出願の処
理件数が増加していることを説明している３）。
併せて，2017年半ばまでに，月間6,000件を処
理できるようになることを目指し，年間で
72,000件の特許出願を処理することで審査待ち
件数を減らしていくことを目指していることを
説明している。
なお，本改正では早期審査制度も導入されて
いるが，早期審査制度利用の要件は下記①また
は②を満たすことである４）。
①スタートアップ企業であること
②�特許協力条約（PCT）に基づき国際出願し，
かつ，国際調査機関または国際予備審査機関
にインドを指定すること
よって，多くの日本企業にとっては実質利用
できないものとなっている。故に，早期審査制
度を利用して早期の権利化を図ることは多くの
場合，解決手段とならない。
そこで，筆者らは，審査効率化を目指した本

改正や審査官の大量採用が行われた2016年の前
後で審査着手が早まったか否かを確認すべく，
複数の特許出願について審査請求日からFER発
行日までの期間を調査することとした。この期
間を審査リードタイムと言う。
また，FERが発行された後，登録になるまで
にどの程度の期間を要しているか，最近の傾向
を把握すべく，FER発行日から登録日までの期
間を調査した。この期間を登録リードタイムと
言う。
更に，出願人がコントロール可能な審査請求
日から登録日までの全体の期間の最近の傾向を
把握すべく，この期間を調査した。この期間を
トータルリードタイムと言う。
各々について，調査手法及び結果を以下で説
明する。

2 ．	審査リードタイムの調査手法

2．1　審査リードタイムの調査意義

審査請求時期は出願人がコントロール可能で
あり，審査請求後にどの程度の期間を要して
FERが発行されるかどうか把握することが，審
査着手が早まったか否かを確認する上では，重
要となる。そこで，審査請求日からFER発行日
までの期間に当たる審査リードタイムを調査す
ることとした。
特に，本改正前後で審査着手が促進されたか
を確認するために，本改正前後で，複数の特許
出願について審査リードタイムを調査すること
とした。

2．2　審査リードタイムの算出方法

（1）	所望年月に発行されたFERの検索サイト
と必要な情報の取得

審査請求日及びFER発行日のデータの取得方
法を説明する。図１に示すDynamic First 
Examination Report（FER）displaying utility５）

（以下，Dynamic FERと言う）の検索サイトに
て，所望の「年」及び「月」を選択し，「Submit」
ボタンを押下する。そうすると，インド特許庁
における４つの審査局（デリー・ムンバイ・コ
ルカタ・チェンナイ）毎にかつ化学・電気電子・
機械・バイオの４つの技術分野毎に，選択した
年・月に発行されたFERの数が表示される。
図１中の太枠で囲んだFERの数がハイパーリ
ンク形式となっており，そのリンクを辿ると，
認証を経て，図２に示すように指定した審査局
及び技術分野のFERの情報を示すWebページ
が表示される。
図２中の丸で囲んだ箇所には，出願番号及び

FER発行日が表示されている。また，図２中の
右端の「View」で示されるリンクを辿ると，
FERの内容を参照でき，審査請求日の情報を取
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得することができる。

（2）審査リードタイムの算出
前述の（1）に記載の操作によって，１つの特
許出願に関するFER発行日及び審査請求日のデ
ータを取得することができる。
よって，FER発行日から審査請求日を減算す
ることで，審査リードタイムが算出可能となる。

2．3　審査リードタイムの比較・集計

（1）比較対象年月の選定
冒頭の通り，2016年５月の本改正前後での審
査の促進効果を確認することを目的としている
ため，まずは，本改正前の2013年１月と７月の
２か月分の審査請求日とFER発行日とを取得す
ることとした。次いで，本改正後の2017年１月
と７月の２か月分を取得することとした。

（2）	PCT経由の出願とPCT経由以外の出願
の審査リードタイムの件数

PCT経由の出願（以下，PCT経由と言う）は，
国際調査報告があるので審査負担は減ると考え
られ，PCT経由以外の出願（以下，PCT以外
と言う）と審査リードタイムに違いが生ずるこ
とが予想される。この予想を確かめるために，
上記の件数を集計する必要がある。
インド出願は出願番号にNPというキーワー
ドが含まれているとPCT経由であり，このキー
ワードからPCT経由かPCT以外かを判別できる

図１　Dynamic	FERの検索サイト

図２　	指定した審査局及び技術分野の
FERの情報を示すWebページ
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ため，審査リードタイムも前述通り算出できる。

（3）	選定年月における審査局毎・技術分野毎
の審査リードタイム算出件数

審査局毎・技術分野毎に最大で30件の審査リ
ードタイムを算出した。これにより，審査リー
ドタイムを審査局毎・技術分野毎に比較可能と
なる。
なお，審査局・技術分野によっては30件に満
たない場合があるが，その場合には，対象年月
において，図１の太枠に相当する箇所で表示さ
れた件数の審査リードタイムを算出した。
また，30件取得できた場合であっても，2017
年１月のFERには早期審査が行われた出願が２
件あった。それらの審査リードタイムは27日及
び46日であった。他の出願は，後述するように
審査リードタイムが４年～６年と算出される場
合が多い。よって，早期審査が行われた２件の
出願の審査リードタイムは，通常の期間とは著
しく異なるので，集計対象のデータから除外した。

3 ．	審査リードタイムの調査結果

3．1　出願ルート別の比較

第２章で前述した選定年月に発行されたFER
を抽出し，PCT経由とPCT以外の審査リード
タイムを出願ルート別で比較した。まず，両年
共に１月と７月の調査結果に大きな違いは見ら
れなかった。故に，以下では紙面の制約上，７
月の結果に基づいて説明する。
このため代表図としてPCT経由とPCT以外
の2013年７月，2017年７月の審査リードタイム
のデータを図３及び図４に示す。
なお，データは抽出した月のPCT経由とPCT
以外毎の出願総件数に対する期間（１年間）毎
の出願件数を比率で表したものである。出願総
件数は，2013年７月のPCT経由が289件，PCT
以外が145件であった。また，2017年７月の

PCT経由が327件，PCT以外が147件であった。
2013年７月と2017年７月とを比較すると両年

ともに審査リードタイムのピークは４年～５年
と同じであることがわかった。

2013年７月はPCT経由，PCT以外ともにピ
ークの５年経過までに８割弱，６年経過までに
９割以上のFER発行であり，PCT経由とPCT
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図３　	2013年７月　審査リードタイム	
出願ルート別（横軸：年，縦軸：比率）
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図４　	2017年７月　審査リードタイム	
出願ルート別（横軸：年，縦軸：比率）
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以外の審査リードタイムの傾向に差が無いこと
がわかった。

2017年７月はピークの５年経過までにPCT経
由が５割以上，PCT以外が３割以上であり，
PCT経由は７年経過前に９割以上，PCT以外
は９年経過前に９割以上とPCT経由の方が
PCT以外よりも審査リードタイムが短い傾向を
示すことがわかった。なお，2017年７月は審査
リードタイムが４年未満の出願は抽出されなか
った。
また，出願全体で審査リードタイムをみると

2013年の方が2017年よりも短い傾向を示すこと
がわかった。

3．2　審査局別の比較

インド特許庁には，前述のように，デリー・
ムンバイ・コルカタ・チェンナイの４つの審査
局が存在する。そこで，前述の出願ルートと同
じ選定年月に発行されたFERから審査リードタ
イムを審査局別に比較した。まず，両年共に１
月と７月の調査結果に大きな違いは見られなか
った。故に，以下では紙面の制約上，７月の結
果に基づいて説明する。
以下，代表図として各審査局別の2013年７月，

2017年７月の審査リードタイムのデータを図５
及び図６に示す。
なお，データは抽出した月の審査局毎のFER
総件数に対する期間毎のFER件数を比率で表し
たものである。FER総件数は，2013年７月のデ
リーが120件，ムンバイが100件，コルカタが94
件，チェンナイが120件であった。また，2017
年７月のデリーが118件，ムンバイが116件，コ
ルカタが113件，チェンナイが119件であった。

2013年７月の審査リードタイムはデリーを除
く審査局は４年～５年にピークがあり，デリー
は５年～６年にピークがあることがわかった。
ムンバイとチェンナイがピークまでの５年経過
前に９割以上，デリーとコルカタが６年経過前

に９割以上のFER発行があることがわかった。
2017年７月は全審査局が４年～５年にピーク

がある。但し，チェンナイを除く審査局は，ピ

図５　	2013年７月　審査リードタイム	
審査局別（横軸：年，縦軸：比率）
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図６　	2017年７月　審査リードタイム	
審査局別（横軸：年，縦軸：比率）
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ークにおける件数の比率が５割以下であること
がわかった。
コルカタを除く審査局が７年経過前に９割以
上，コルカタは９年経過前に９割以上のFER発
行があることがわかった。
以上のことから両年ともピークは概ね４年～
５年にあり，2013年はこの４年～５年までに大
半のFER発行がある。一方，2017年はFER発行
の半数がピーク後の５年～９年の間にばらつく
傾向を示している。よって，どの審査局におい
ても2013年の方が2017年よりも審査リードタイ
ムが短くなる傾向を示していることがわかった。

3．3　技術分野別の比較

出願ルートと同じ選定年月に発行されたFER
から，審査リードタイムを技術分野別に比較し
た。まず，両年共に１月と７月の調査結果に大
きな違いは見られなかった。故に，以下では紙
面の制約上，７月の結果に基づいて説明する。
以下，代表図として各技術分野別の2013年７
月，2017年７月の審査リードタイムのデータを
図７及び図８に示す。
なお，データは抽出した月の技術分野毎の

FER総件数に対する期間毎のFER件数を比率
で表したものである。FER総件数は，2013年７
月の化学が120件，電気電子が120件，機械が
114件，バイオが80件であった。また，2017年
７月の化学が119件，電気電子が114件，機械が
110件，バイオが117件であった。

2013年７月の審査リードタイムのピークはバ
イオが３年～４年，バイオ以外は４年～５年に
あることがわかった。化学とバイオが５年経過
前に９割以上，電気電子と機械が６年経過前に
９割以上のFER発行があることがわかった。

2017年７月の審査リードタイムのピークは化
学とバイオが４年～５年，電気電子と機械が５
年～６年であることがわかった。なお，機械は，
６年～７年もほぼ同程度の件数のFER発行があ

る。化学とバイオは６年経過前に９割以上，電
気電子と機械は８年経過前に９割以上のFER発
行であることがわかった。

図７　	2013年７月　審査リードタイム	
技術分野別（横軸：年，縦軸：比率）
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図８　	2017年７月　審査リードタイム	
技術分野別（横軸：年，縦軸：比率）
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以上のことから両年とも化学とバイオが電気
電子と機械よりもFER発行が早い傾向を示して
いることがわかった。
また，2013年において，電気電子と機械の件
数の大半は，審査リードタイムが４年～６年の
期間にある。化学とバイオの件数の大半は，審
査リードタイムが２年～４年の期間にある。
一方，2017年においては，電気電子と機械は

FER発行の半数以上がピーク後の５年～９年の
期間でばらつく傾向を示している。化学とバイオ
の審査リードタイムは，大半が４年～５年となる。
よって，どの技術分野においても，2013年の
方が2017年よりも審査リードタイムが短くなる
傾向を示していることがわかった。

3．4　	2016年前後で審査着手が早まったか
否かに関する考察

本改正後の方が本改正前よりも審査着手が早
まっていると期待されるところである。なぜな
らば，まずは本改正の効果が奏すると期待でき
るからである。
しかしながら，上記3．1～3．3に論じる通り，
①PCT経由とPCT以外，②審査局毎，③技術
分野毎，のいずれにおいても，本改正前の2013
年の方が本改正後の2017年よりも，審査リード
タイムが短いという結果になった。
ところで，インド特許庁が発行している

Annual Reports６）のうち，本論説執筆時点で
最新版である2015 -2016年版から抽出した特許
出願・審査等に関する件数を下記の表１に示す。
表１における「処理数」とは，登録数・拒絶
確定数・取下数・放棄数を合算した数である。
この表から，2015 -16のみ審査数が急減してい
るものの，審査数，登録数，処理数は総じて増
加傾向にあることがわかる。
しかしながら，処理数が出願数を未だに上回
っておらず，審査待ち件数が減少するに至って
いない。故に，早期に審査へ着手するに至らず，

結果として，インド特許庁は，審査リードタイ
ムを短縮させることができていないと予想され
る。なお，2015 -16で処理数が急増しているのは，
2016年３月のみ7,324件と極端に多い件数が計
上されているためである。
次に，2016年４月～2017年３月処理数の推移

を図９に示す。

図９における「処理数」は，登録数・拒絶確
定数・放棄数の合計値であり，取下数を含まな
い数である。この処理数は，Dynamic Patent 
Uti l it iesのDISPOSAL REPORT７）（以下，
DISPOSAL REPORTと言う。）で取得するこ
とが可能である。この検索サイトは後述する第
４章で説明する。なお，この処理数は，表１の
「処理数」とは相違するが，値が大きく異なら
ないことは確認している。
図９に基づくと，2016年４月～2017年３月処
理数の合計数は21,543件となる。よって，表１
に示すように，出願件数がここ数年４万件～

表１　インド特許出願等の件数

年 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
出願数 43,197 43,674 42,951 42,763 46,904
審査数 11,031 12,268 18,615 22,631 16,851
登録数 4,381 4,126 4,227 5,978 6,326
処理数 8,488 9,027 11,411 14,316 21,987

図９　	2016年４月～2017年３月の処理数の推移
（横軸：月，縦軸：件数）
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５万件の間で安定的に推移していることからし
ても，処理数はやはり出願件数を下回っている
状況にあると予想される。
但し，図９からわかるように，月別で見ると
処理数は増加している。図の元となるデータか
ら線形予測したところ，毎月の増加件数に相当
する傾きは144件/月であった（決定係数R2＝
0.77）
仮に，年間48,000件の出願件数を処理可能と
なるためには，毎月4,000件の処理が必要であ
る。上記の傾き（毎月の増加件数）を維持する
ことができれば，2017年度末に到達するので，
それ以降は，審査待ち件数が減少傾向に転じる
ことになる。
なお，2017年度の処理数については，本稿執

筆時において，拒絶確定数と放棄数が
DISPOSAL REPORTに入力されておらず，件
数を算出することはできなかった。

4 ．		最近の登録リードタイム及びトー
タルリードタイムの調査手法

4．1　	登録リードタイム及びトータルリー
ドタイムの調査意義

（1）登録リードタイムの調査意義
筆者らは，冒頭の１章でも述べたように，

FERが発行された後，登録になるまでにどの程
度の期間を要しているか，最近の傾向を把握す
べく登録リードタイムの調査を行った。特に，
アクセプタンス期間に対して，登録リードタイ
ムがどの程度の期間を要しているか把握するこ
とは意義がある。

（2）トータルリードタイムの調査意義
更に，筆者らは，出願人がコントロール可能
である審査請求日から，特許が成立する登録日
までの期間を把握することが重要と考え，審査
請求日から登録されるまでの全体の期間である

トータルリードタイムについて最近の傾向を調
査した。

4．2　	登録リードタイム及びトータルリー
ドタイムの算出方法

（1）登録リードタイムの算出方法
審査請求日については，既に第２章で述べた
ように，FERに記載の審査請求日を用いた。
筆者らが調査した結果，登録日については，
インド特許庁の検索サイトであるDISPOSAL 
REPORT（前章で既出）で取得可能であるこ
とがわかった。

DISPOSAL REPORTのサイトは，図１に示
すDynamic FERのサイトと類似しており，本
章での重ねての説明は省略する。

DISPOSAL REPORTのサイトでは，年月を選
択すると，選択した年月に最終処分が行われた案
件の数が，登録（GRANTED）・拒絶（REFUSED） 
・放棄（ABANDONED）の処分に分けて表示
される。そして，各処分毎に，４つの技術分野
毎にかつ４つの審査局毎の件数が表示される。
なお，表示された件数がハイパーリンク形式と
なっている。
登録の件数で示されるリンクを辿ると，査定
された案件の一覧を示すWebページが表示され
ている。そこに，出願番号や登録日も記載され
ており，登録日をこのページから取得可能となる。
出願番号がハイパーリンク形式となってお

り，そのリンクを辿ると，FERを参照可能な
Webページが表示され，FER発行日を取得す
ることが可能である。

（2）トータルリードタイムの算出方法
トータルリードタイムの算出には，登録日と，

審査請求日が必要となり，登録日から審査請求
日を減算すれば，トータルリードタイムを算出
可能となる。登録日は，上記（1）で説明した
通りに取得可能であるし，審査請求日は，第２
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章で説明した通り，FERから取得可能である。

4．3　	登録リードタイム及びトータルリー
ドタイムの集計

（1）対象年月の選定
本論説執筆時の最近の傾向を確認するため
に，2017年８～10月に登録された特許出願の審
査請求日とFER発行日と登録日を取得すること
とした。

（2）	対象年月における審査局毎・技術分野毎
の登録及びトータルリードタイム算出件数

審査局毎・技術分野毎に30件の登録及びトー
タルリードタイムを算出した。これにより，登
録及びトータルリードタイムを審査局毎・技術
分野毎に比較可能となる。
なお，審査局・技術分野によっては30件に満
たない場合がある。その場合，DISPOSAL 
REPORTのサイトで表示された全件数の登録
及びトータルリードタイムを算出した。

5 ．		最近の登録リードタイム及びトー
タルリードタイムの調査結果

5．1　審査局別の比較

前述の第４章で選定した年月に登録された特
許出願を抽出し，インド特許庁の４つの審査局
の登録リードタイムを審査局別に比較した。ま
ず，選定年月の各月間で調査結果に大きな違い
は見られなかった。故に，以下では紙面の制約
上，10月の結果に基づいて説明する。
以下，代表図として各審査局別の2017年10月
登録リードタイムのデータを図10に示す。
なお，データは抽出した月の審査局毎の登録
総件数に対する期間毎の登録件数を比率で表し
たものである。登録総件数は，デリーが117件，
ムンバイが78件，コルカタが80件，チェンナイ
が112件であった。

審査局がコルカタ，チェンナイの特許出願に
おいては，登録リードタイムが１年以内である
件数が半数を超えていることがわかった。
しかし，審査局がデリー，ムンバイの特許出

願においては，登録リードタイムに１年～４年
程度のばらつきがみられ，また長いものでは８
年以上経過するものもあった。

5．2　技術分野別の比較

審査局別と同じ選定年月で抽出した特許出願
から登録リードタイムを技術分野別に比較し
た。まず，選定年月の各月間で調査結果に大き
な違いは見られなかった。故に，以下では紙面
の制約上，10月の結果に基づいて説明する。
以下，代表図として各技術分野別の2017年10

月の登録リードタイムのデータを図11に示す。
なお，データは抽出した月の技術分野毎の登

録総件数に対する期間毎の登録件数を比率で表
したものである。登録総件数は，化学が115件，
電気電子が119件，機械が101件，バイオが68件
であった。

図10　	2017年10月　登録リードタイム	
審査局別（横軸：年，縦軸：比率）
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技術分野別の特徴として，化学，電気電子，
機械は概ねFER発行の後１年以内に登録になる
出願が４割から５割程度を占め，以降減少しな
がら４年経過前に９割以上が登録される傾向が
みられる。一方，バイオではFER発行後１年未
満で登録される出願は２割程度に留まり，１年
～３年未満で登録される出願が最も多く全体の
６割を占める傾向を示している。

5．3　	登録リードタイムとアクセプタンス
期間との比較・考察

調査意義において記載したように，アクセプ
タンス期間に対して，登録リードタイムがどの
程度の期間を要しているか把握することは意義
がある。本改正前にFERが発行された特許出願
についてのアクセプタンス期間が１年であり，
本改正後については６か月であることから，登
録リードタイムが１年以内であるかどうかを基
準に考えると，ある程度多くの特許出願は，実
際１年以内に登録がされている。しかし，図10
からわかる通り，デリーやムンバイにおいて，
また図11からわかる通りバイオにおいて，登録

リードタイムが２年以降にピークがある。さら
に，特許出願によっては，FER発行後，３年～
４年，或いはそれ以上の期間を要するものが存
在していることもうかがえる。

5．4　トータルリードタイム調査結果

第４章で前述した選定年月に登録された特許
出願のトータルリードタイムを比較した。まず，
選定年月の各月間で調査結果に大きな違いは見
られなかった。故に，以下では紙面の制約上，
10月の結果に基づいて説明する。
このため代表図として2017年10月の登録リー
ドタイムのデータを図12に示す。
なお，比率とは，抽出した月データの登録特
許総件数409件に対する期間毎（年）の件数を
比率で表したものである。

トータルリードタイムは，６年～７年以内が
最も多く，５年～８年以内が全体の７割近くを
占めていた。

2017年８月～10月までの各月のトータルリー
ドタイムの平均を算出すると，順に6.9年，6.8年，

図12　	2017年10月トータルリードタイム（横軸：
年，縦軸：比率）
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図11　	2017年10月　登録リードタイム	
技術分野別（横軸：年，縦軸：比率）
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6.9年と安定的に推移していた。

6 ．	おわりに

本稿では，本改正や審査官の増員がなされた
2016年を挟んでインドにおいて特許審査請求か
らFER発行までの期間が短縮されたか否かを確
認すると共に，最近の登録までに要する期間の
分析を行った。
分析した結果，審査リードタイムは2013年と
比較して，2017年の方が長くなっていることが
確認された。即ち，FER発行まではむしろ遅く
なっていることになる。
この原因として，第３章で説明したように，
特許出願件数がここ数年４万件～５万件の間で
推移しているのに対して，処理件数はその半分
以下程の件数に留まっていることが挙げられ
る。即ち，現在も引き続き審査待ち件数は増加
傾向にある。実際，審査待ちの特許出願は2017
年11月末時点で23万件超であることも報告もさ
れており８），冒頭に記載した2013年８月時点の
15万件と比較して大きく増加している。
但し，当初の目標の2017年半ばまでに月間

6,000件を処理することは難しいものの，第３
章で説明したように，処理件数自体は増加傾向
にある。故に，出願件数が今後もほぼ同程度で
推移し，かつ毎月4,000件の特許出願を処理でき
るようになれば，審査待ち件数は減少に転じる。
しかし，その場合でも当面は過去の審査待ち
特許の解消から着手することになると考えら
れ，審査遅延が早期に解消されることは考えに
くい。
また，登録リードタイムに関する調査からわ
かるように，FERが発行されても，なお登録ま
でに数年の期間を要する出願が一定数存在して
いることも考慮する必要がある。そうした審査
リードタイム及び登録リードタイムの双方を勘
案した審査請求日から登録日までのトータルリ
ードタイムの平均は，6.9年という結果が得ら

れた。故に，出願人としてはその期間を考慮し
て特許ポートフォリオ構築計画を立てることが
望ましい。
今回，審査局間での比較を行ったが，現在は
４つの審査局の間で審査対象の特許出願を一部
融通しており，出願した審査局で審査されると
は限らない点には留意が必要である。
毎月4,000件の処理は，2016年４月～2017年
３月までの処理件数の増加傾向をインド特許庁
が継続できるならば，2017年度末にも到達する
ので，それ以降は，審査待ち件数が徐々に減少
していく可能性はある。
なお，2013年１月と７月については，PCT経

由とPCT以外で，審査リードタイムに相違は見
られなかったが，最近の2017年７月のPCT経由
では，審査リードタイムがPCT以外に比べて短
縮される傾向が見られた。そこで，登録の早期
化を目指すために，PCT経由で出願することが
有効になってきている可能性がある。

本論説は，2017年度国際第４委員会第１小委
員会のメンバーのうち杉山貴志（日立製作所；
委員長代理），宇賀地和樹（本田技研工業）， 
刈谷昌司（JFEテクノリサーチ），中西佳代（パ
ナソニック），中村直人（大日本印刷）が執筆
した。
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